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平成１８年第３回青森市議会定例会提出予定案件（その２）  
 

件                    名 提出件数 

条 例 案 

 
○ 健康保険法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について 
 
○ 青森準都市計画区域における開発行為の規模に関する条例の制定について 
 
○ 青森市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例の制定について 
 
○ 青森市景観条例の一部を改正する条例の制定について 
 
○ 青森市屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定について 
 
○ 青森市建築基準法施行令第百四十四条の四第二項の規定に基づく道に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 
 
 
     計 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６ 

単 行 案 

 
○ 包括外部監査契約の締結について 
 
 
     計 

 
 
 
 

１ 

合             計 
７ 

 

 



－２－ 

○ 条例案 
 

議案第 267 号 健康保険法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について 
 

健康保険法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、所要の改正をしようとす

るものである。 

 

議案第 268 号 青森準都市計画区域における開発行為の規模に関する条例の制定について 
 

都市計画法施行令第１９条第１項ただし書の規定に基づき、準都市計画区域に

おける開発行為の規模に関し必要な事項を定めようとするものである。 

 

議案第 269 号 青森市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例の制定について 
 

建築基準法第４９条第１項の規定に基づき、特別用途地区内における建築物の

建築の制限又は禁止に関し必要な事項を定めようとするものである。 

 

議案第 270 号 青森市景観条例の一部を改正する条例の制定について 
 

景観法第８条第１項に基づく景観計画の策定に伴い、景観法の条例への委任部

分について規定する等のため、所要の改正をしようとするものである。 

 

議案第 271 号 青森市屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定について 
 

景観法第８条第１項に基づく景観計画の策定に伴い、所要の改正をしようとす

るものである。 

 

議案第 272 号 青森市建築基準法施行令第百四十四条の四第二項の規定に基づく道に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 
 

青森準都市計画区域の指定に伴い、当該区域を道に関する基準の適用区域に加

えるため、所要の改正をしようとするものである。 

 

 

○ 単行案 
 
議案第 273 号  包括外部監査契約の締結について 
 

契約の相手方 柴田 純一 

資  格   公認会計士 

契約金額   １６，２１０，９５０円を上限とする額 

関係法令   地方自治法第２５２条の３６第１項 


